
 
 
 
 
 
 

 

令和元年度 

 

 

教 育 委 員 会 定 例 会 

（９月） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

令和元年９月５日(木) 
 

鹿屋市教育委員会 
 

 

 



1 

 

会 議 日 程 
日 時   令和元年９月５日（木) 午後３時 

場 所   教育長室 

 

１ 開 会 

 

２ 前回議事録の承認 

 

３ 教育長及び委員の報告 

 

４ 議 事 

(1)議案第22号  高須小学校の学校再編について          （Ｐ２） 

           

(2)議案第23号  鹿屋市文化会館条例施行規則の一部改正ついて   （Ｐ６） 

                     

５ 報 告 

(1) 令和元年度高校生議会一般質問について            （Ｐ15）                                          

 

(2) 世界とつながるイングリッシュキャンプについて        （Ｐ19） 

 

（3）かのや未来創造プログラム－平和の花束2019－について      （Ｐ20） 

    

（4）鹿屋市子どもサミットについて                 （Ｐ21） 

 

（5）令和２年３月市内中学校卒業予定者の進路希望状況について   （Ｐ22） 

                        

（6）第７回鹿屋女子高キッズチャレンジフェスタについて      （Ｐ24） 

 

（7）鹿屋市市民交流センター条例施行規則の一部改正について    （Ｐ25） 

                                      

（8）ドキドキ・ワクワク保育体験について             （Ｐ38）                             

 

６ 動議の討論等 

 

７ その他 

 

８ 閉 会 
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議案第22号 

高須小学校の学校再編について 

鹿屋市教育委員会の行政組織等に関する規則（平成18年鹿屋市教育委員会規則第２

号）第10条の規定に基づき、別紙のとおり会議に付議する。 

 

令和元年９月５日提出 

                                鹿屋市教育委員会 

                                教育長 中野 健作 

 

 

  （別   紙） 

 

 

（提案理由） 

高須小学校の学校再編について、地域、保護者等の理解を得られたことから学校再編

の枠組等を決定したいので、本案を提出するものである。 
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高須小学校の学校再編について 

 

○高須小学校について 

令和２年４月に野里小学校と統合する。 
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高須小学校の学校再編（案）について 
 

 

 

１ 本市の学校規模適正化の取組 
  

○ 本市では、児童生徒数の減少などを背景とした小中学校の小規模化による課題に

対応し、長期的・全市的に学校規模の適正化を図ることで「子どもたちの良好な教

育環境」を確保するため、平成20年９月に「鹿屋市学校規模適正化基本方針」を定

めた。 

 

○ 平成23年６月には、住民説明会での意見や地域の実情、歴史的背景などを考慮し、

学校再編の枠組みや再編の目標年度などを盛り込んだ「鹿屋市学校再編実施計画書」

を策定し、保護者や地域住民の理解と協力を得ながら、地域バランスや地域特性な

どを生かした小中学校の規模適正化の取組を進め、平成27年４月までに、市内４地

区で14小中学校の再編を実施した。 

 

○ 一方で、実施計画書で統合の方針が示されたが、再編に至らなかった過小規模校

（高須小、南小、鶴峰小、高隈小、大黒小）については、児童数の推移や地域の実

情等を見据えながら、引き続き再編等を検討していくこととした。 

 

○ このような中、実施計画書を策定した平成23年当時に比べ、特に過小規模校にお

いて児童数が減少し、子どもたちを取り巻く教育環境も大きく変わっている状況等

を踏まえ、平成30年度にあらためて学校や保護者と、学校の現状認識や課題、学校

再編の意向等に関する意見交換を実施した。 
     

 （参考）鹿屋市学校再編実施計画（平成23年６月策定）の実施状況 
    

地区名 対象校 統合年月日 統合の内容 

輝北 

百引小、平南小、

市成小、高尾小、

岳野小 

平成23年4月1日 輝北小（旧百引小）に統合 

百引中、市成中 平成23年4月1日 輝北中（旧市成中）に統合 

吾平 神野小 平成25年4月1日 吾平小に統合 

花岡 
鶴羽小、古江小、

菅原小、花岡中 
平成25年4月1日 小中一貫校花岡学園に統合 

高須 

浜田 

浜田小 平成27年4月1日 大姶良小に統合 

高須中 平成27年4月1日 第一鹿屋中又は大姶良中に統合 

※ 輝北地区の再編は、輝北地区学校規模適正化（学校再編）実施計画書（平成19

年６月策定）による。 
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２ 高須小学校に係る取組と経緯 
  

○ 高須・浜田地区においては、「鹿屋市学校再編実施計画書」に基づき、平成27 

年４月に浜田小を大姶良小に、高須中を第一鹿屋中（高須小校区)と大姶良中 

（浜田小校区）に再編した一方、高須小については、保護者や地域の意向等を踏ま

え、「児童数の推移や地域の実情を見据えながら継続的に検討していく」という「再

編継続協議」とした。 

 

○ 平成30年度に実施した過小規模校の保護者との意見交換において、高須小の保護

者からは野里小との統合を希望する意見が多かったことを受け、本年度にかけて教

育委員会とＰＴＡ役員との意見交換や高須地区全住民を対象とした説明会の開催な

ど、地域との協議を重ねた結果、令和元年７月26日の高須町内会臨時総会で野里小

との統合（令和２年４月）が満場一致で議決され、その議決内容等については８月

16日に高須町内会長及び高須小ＰＴＡ会長から、市長及び教育長宛てに文書で提出

された。 
 

 

３ 高須小学校の学校再編（案） 
  
【 再編枠組等 】 

学校名 再 編（案） 

高須小学校 野里小学校と統合（令和２年４月） 
  

「再編継続協議」とした過小規模校のうち、保護者、地域の理解が得られた高須 

小学校の再編を優先して取り組むものとし、今後も、次代を担う子どもたちに 

よりよい教育環境を提供することを第一に、保護者や地域の理解と協力を得ながら

学校規模適正化の取組を進めていくこととする。 

 

 

４ 今後の進め方について 
  
 ○ 令和元年９月下旬  具体的な協議開始（統合推進委員会、専門部会） 

             閉校記念事業実行委員会の設置（町内会、ＰＴＡ、学校） 

  ○ 令和元年11月下旬  12月議会議案上程（鹿屋市立学校設置条例の一部改正） 

             ※市立学校一覧から高須小を削る。（令和２年４月施行） 

 ○ 令和２年４月１日  高須小学校と野里小学校の統合 
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議案第 23号 

鹿屋市文化会館条例施行規則の一部改正について 

鹿屋市教育委員会の行政組織等に関する規則(平成18年鹿屋市教育委員会規則第２

号)第10条の規定に基づき、別紙のとおり会議に付議する。 

  

 令和元年９月５日提出 

鹿屋市教育委員会 

                                教育長 中野 健作 

 

鹿屋市文化会館条例施行規則の一部を改正する規則 

 

鹿屋市文化会館条例施行規則（平成 18年鹿屋市教育委員会規則第 34号）の一部を次

のように改正する。 

別表 舞台大小道具を次のように改める。 

設備等の名称 単位 使用料 備考 

所作台 １式 3,300円  

花道用所作台 １式 1,100円  

演台 １式 550円  

司会台 １台 220円  

松竹羽目 １式 1,100円  

金びょうぶ １双 1,100円  

銀びょうぶ １双 1,100円  

鳥の子びょうぶ １双 1,100円  

ひ毛せん １枚 120円  

地がすり １枚 550円  

浅黄幕 １張 550円  

紅白幕 １張 550円  

長ぶとん １枚 120円  

花道揚幕 １枚 330円  

平台 １枚 120円  

箱馬 １個 50円  

折畳み馬 １式 120円  

立木 １本 120円  

指揮台 １台 230円  

譜面台 １台 70円  

大太鼓 １台 550円  

中太鼓 １台 450円  
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小太鼓 １台 120円  

ドラ １個 120円  

雪籠 １個 120円  

回転台 １式 3,300円  

スクリーン １張 1,100円  

平台ワゴン １台 120円  

スリ鐘 １個 120円  

沙幕 １張 1,100円  

ドライアイスマシン １台 780円  

コントラバス用椅子 １脚 120円  

 

別表楽器の項使用料の欄中「8,640円」を「8,800円」に、「2,160円」を「2,200円」

に、「540円」を「550円」に、「1,300円」を「1,330円」に改め、同表舞台照明器具の

項使用料の欄中「540 円」を「550 円」に、「1,080 円」を「1,100 円」に、「650 円」を

「670 円」に、「760 円」を「780 円」に、「110 円」を「120 円」に、「220 円」を「230

円」に、「2,160円」を「2,200円」に、「380円」を「390円」に改め、同表音響関係器

具の項使用料の欄中「3,240円」を「3,300円」に、「540円」を「550円」に、「320円」

を「330円」に、「760円」を「780円」に、「1,620円」を「1,650円」に改める。 

 

附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則による改正後の鹿屋市文化会館条例施行規則の規定は、この規則の施 

行の日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係 

る使用料については、なお、従前の例による。 

 

（提案理由） 

 消費税及び地方消費税の税率改定、並びに設備品追加に伴い、鹿屋市文化会館の設備

等使用料の改定を行いたいので本案を提出するものである。 
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鹿屋市文化会館条例施行規則の一部を改正する規則新旧対照表 

改正後 改正前 

○鹿屋市文化会館条例施行規則 

平成 18年１月１日教育委員会規則第 34号 

別表（第 11条関係） 

○鹿屋市文化会館条例施行規則 

平成 18年１月１日教育委員会規則第 34号 

別表（第 11条関係） 

設備等の名称 単位 使用料 備考 

舞台

大小

道具 

所作台 １式 3,300円  

花道用所作台 １式 1,100円  

演台 １式 550円  

司会台 １台 220円  

松竹羽目 １式 1,100円  

金びょうぶ １双 1,100円  

銀びょうぶ １双 1,100円  

鳥の子びょう

ぶ 

１双 1,100円  

ひ毛せん １枚 120円  

設備等の名称 単位 使用料 備考 

舞台

大小

道具 

所作台 １式 3,240円  

花道用所作台 １式 1,080円  

    

    

松竹羽目 １式 1,080円  

金びょうぶ １双 1,080円  

銀びょうぶ １双 1,080円  

    

ひ毛せん １枚 110円  

地がすり １枚 540円  
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改正後 改正前 

地がすり １枚 550円  

浅黄幕 １張 550円  

紅白幕 １張 550円  

長ぶとん １枚 120円  

花道揚幕 １枚 330円  

平台 １枚 120円  

箱馬 １個 50円  

折畳み馬 １式 120円  

立木 １本 120円  

指揮台 １台 230円  

譜面台 １台 70円  

大太鼓 １台 550円  

中太鼓 １台 450円  

浅黄幕 １張 540円  

紅白幕 １張 540円  

長ぶとん １枚 110円  

花道揚幕 １枚 320円  

平台 １枚 110円  

箱馬 １式 110円  

折畳み馬 １式 110円  

立木 １本 110円  

指揮台 １台 220円  

譜面台 １台 60円 ランプつき 

大太鼓 １台 540円  

中太鼓 １台 440円  

小太鼓 １台 110円  
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改正後 改正前 

小太鼓 １台 120円  

ドラ １個 120円  

雪籠 １個 120円  

回転台 １式 3,300円  

スクリーン １張 1,100円  

平台ワゴン １台 120円  

スリ鐘 １個 120円  

沙幕 １張 1,100円  

ドライアイス

マシン 

１台 780円  

コントラバス

用椅子 

１脚 120円  

楽器 ピアノ（Ａ） １台 8,800円 スタンウェイフルコン 

サート型、調律費を含ま

ない。 

ドラ １個 110円  

雪籠 １個 110円  

回転台 １式 3,240円  

スクリーン １張 1,080円  

平台ワゴン １台 110円  

スリ鐘 １個 110円  

沙幕 １張 1,080円  

ドライアイス

マシン 

１台 760円  

コントラバス

用椅子 

１脚 110円  

楽器 ピアノ（Ａ） １台 8,640円 スタンウェイフルコン 

サート型、調律費を含

まない。 

ピアノ（Ｂ） １台 2,160円 ヤマハ、調律費を含ま
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改正後 改正前 

ピアノ（Ｂ） １台 2,200円 ヤマハ、調律費を含まな

い。 

ピアノ（Ｃ） １台 550円 ヤマハアップライトピア

ノ、調律費を含まない。 

エレクトーン １台 1,330円  

舞台

照明

器具 

フットライト １列 550円  

ボーダーライ

ト 

１列 550円 第Ⅰボーダー・第Ⅱボー

ダー 

サスペンショ

ンライト 

１列 1,100円 Ⅰサス・Ⅱサス・Ⅲサス 

サイドフロン

トライト 

１列 550円  

アッパーホリ

ゾントライト 

１列 670円  

ロアーホリゾ

ントライト 

１列 550円  

ない。 

ピアノ（Ｃ） １台 540円 ヤマハアップライトピ

アノ、調律費を含まな

い。 

エレクトーン １台 1,300円  

舞台

照明

器具 

フットライト １列 540円  

ボーダーライ

ト 

１列 540円 第Ⅰボーダー・第Ⅱボ

ーダー 

サスペンショ

ンライト 

１列 1,080円 Ⅰサス・Ⅱサス・Ⅲサ

ス 

サイドフロン

トライト 

１列 540円  

アッパーホリ

ゾントライト 

１列 650円  

ロアーホリゾ

ントライト 

１列 540円  
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改正後 改正前 

ステージスポ

ットライト 

１台 550円  

センターピン

スポット 

１台 780円  

シーリングス

ポットライト 

１式 1,100円  

ストリップラ

イト 

１本 120円  

花道フットラ

イト 

１式 230円  

トーメンタル

ライト 

１式 550円 移動式 

効果器 １台 550円  

タワースタン

ド 

１基 230円  

    

ステージスポ

ットライト 

１台 540円  

センターピン

スポット 

１台 760円  

シーリングス

ポットライト 

１式 1,080円  

ストリップラ

イト 

１本 110円  

花道フットラ

イト 

１式 220円  

トーメンタル

ライト 

１式 540円 移動式 

効果器 １台 540円  

タワースタン

ド 

１基 220円  
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改正後 改正前 

持込器具 １キ

ロワ

ット

１時

間 

120円 

色紙 １式 2,200円  

（プラステー

ト） 

   

プロセニアム

ライト 

１列 1,100円  

天井反射板ラ

イト 

１列 550円  

ムービングス

ポットライト 

１台 390円  

音響

関係

器具 

音響反射板 １式 3,300円  

コンデンサー

マイク 

１台 550円  

持込器具 １キ

ロワ

ット

１時

間 

110円 

色紙 １式 2,160円  

（プラステー

ト） 

   

プロセニアム

ライト 

１列 1,080円  

天井反射板ラ

イト 

１列 540円  

ムービングス

ポットライト 

１台 380円  

音響

関係

器具 

音響反射板 １式 3,240円  

コンデンサー

マイク 

１台 540円  
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改正後 改正前 

ダイナミック

マイク 

１台 330円  

ワイヤレスマ

イク 

１チ

ャネ

ル 

780円 受信機を含む。 

レコードプレ

ヤー 

１台 550円  

テープレコー

ダー 

１台 550円  

拡声装置 １式 1,650円 ダイナミックマイク２本

つき 

16ｍ／ｍ発声

映写機 

１式 3,300円 スクリーンは含まない。 

 

ダイナミック

マイク 

１台 320円  

ワイヤレスマ

イク 

１チ

ャネ

ル 

760円 受信機を含む。 

レコードプレ

ヤー 

１台 540円  

テープレコー

ダー 

１台 540円  

拡声装置 １式 1,620円 ダイナミックマイク２

本つき 

16ｍ／ｍ発声

映写機 

１式 3,240円 スクリーンは含まな

い。 
 

 

 

 

 

 



( 15/37 ) 

報告 (1) 令和元年度高校生議会一般質問について 令和元年８月23日開催（教育委員会関係） 

 

１ 登下校時における安全面について 学校名 鹿屋女子高校 

【質問の要旨】 
不審者が多く出ている場所の把握と対策はどうか。また、不審者の多い時間帯と場所に、

警備員を配置できないか。 

【答弁の要旨】 
 本年度に入ってから、川崎市で登校時に児童が襲われるなど凶悪な事件が発生しており、
登下校時の安全を確保することは極めて大切であると認識している。 
 
 昨年度の本市内の学校における不審者情報については、小学校21件、中学校８件、高等学
校１件の計30件であり、本年度は、７月現在で小学校４件、中学校２件の計６件となってい
る。 
 
傾向としては、第一鹿屋中校区を含む市街地の通学路上での小学生への声かけ事案が最も

多く、時間帯は、15時から17時までの下校時間に多く発生している。学校では、複数での登
下校や防犯ブザー・防犯ホイッスルを携行するように指導するとともに、下校時の巡回や見
守り活動の強化等を行っている。 
 
また、小学校を中心とした取組であるが、児童生徒には「行かない、乗らない、すぐ逃げ

る」等の「いかのおすし」の指導を徹底しているところである。 
 
さらに、各学校や警察等から不審者事案の連絡があった際は、ただちに市内の小中学校及

び鹿屋女子高等学校に連絡をし、登下校時の安全指導や各家庭への連絡等をお願いしてい
る。 
 

警備員の配置については、現在、８名のスクールガードリーダーが市内それぞれの校区内
を巡回し、230名のスクールガードの方が立哨指導を行っているが、いずれも小中学校の登
下校時間帯を中心とした取組となっている。 
 
また、青パト隊など地域ボランティアや青少年育成指導員による巡回指導等も行い、不審

者事案の未然防止に努めている。 
 
市教教育委員会としては、学校や地域・関係機関との様々な取組を進めておりいるが、そ

の中心は小中学校を単位とする取組になっている。このことから高校生の皆さんからも、不
審者情報があれば、積極的に情報提供をしていただき、市の関係部署や警察等の関係機関、
地域の方と一体となって安全・安心なまちづくりに取り組んでいきたいと考えている。 
 

 

２ 鹿屋市の国際化について① 学校名 鹿屋中央高校 

【質問の要旨】 
小さい頃からの継続的な英語教育の充実が必要である。また、学生が直接的に外国と触れ

合う体験が効果的であり、留学等への補助金を増やすなどの取組について市の考えはどう
か。 

【答弁の要旨】 
現在、世界の多くの人々が仕事や観光等で他の国に出かけたり、また迎えたりしており、

そこではコミュニケーションを図るための言葉、とりわけ英語が、とても 
 
大切になってきている。 
 
そのため、グローバル化に対応した外国語によるコミュニケーション能力を育成するた

め、小・中・高等学校には、ALTや英語指導講師等が配置されている。 
 
特に鹿屋市では、教育課程の特例を認めてもらい、小学校１年生から英語教育に取り組ん
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でおり、英語を使った野外活動やALTをはじめ、多くの外国人との交流で２日間を過ごす「イ
ングリッシュキャンプ」を年間５回開催しており、高校生も参加できるようになっている。 
 
現在、残念ながら高校生の参加は余り多くないが、英語を用いて外国人と接するなど、鹿

屋市にいながら留学に似た体験ができることから、是非、積極的に参加していただきたいと
思っている。 
 
留学は、異なる文化の中で外国語を用いてコミュニケーションを図らなければならない状

況に身を置くことで、英語などの習得はもとより、チャレンジ精神、コミュニケーション能
力、広い視野で物事を捉える力など、人の成長にとって、とても大切なものだと考える。 
 
そのようなことから鹿屋市では、中学生英語弁論大会で優秀な成績をおさめた生徒２名を

アメリカ合衆国のシアトルなどの海外に２週間程派遣している。 
 
一方、高校生を対象とした留学については、国は、トビタテＪＡＰＡＮという文部科学省

の留学促進キャンペーン事業で、高校生の留学費用を全額負担する取組をおこなっている
が、現在本県からの参加希望はあまり多くないようである。学校にポスターや案内文が掲示
してあると思うが、ホームページ等も参考にして、積極的に応募していただきたいと考えて
いる。 
 
また、鹿児島県では、英語研修や中国語研修を募集し、一部を県が負担して、毎年生徒を

派遣している。さらに、民間においても、留学制度を補助しているところもある。 
 
一方、姉妹都市へ使節団として高校生を派遣したり、留学の補助金制度などの取組をした

りしている市町村もあるので、鹿屋市でも、高校生の留学の支援について、他市の事例も参
考にしながら、研究してまいりたい。 
 

 

３ 鹿屋市の国際化について② 学校名 鹿屋中央高校 

【質問の要旨】 
外国人労働者の子どもたちのために、特別な学校や学科を設置したりするなど、進路を保

証できるような支援について、鹿屋市の考えはどうか。 

【答弁の要旨】 
 現在グローバル化が進む中、国においては、外国人労働者の受入れ拡充を目的とした法律
（改正出入国管理法）が改正され、今後、さらに日本語を話せない外国人労働者やその子ど
もたちが増えていくことが予想されている。 
 

そのような中、小・中学校における日本語を十分に理解できない子どもたちへの対応や、
その後の進路などが重要な課題となってきている。 
 
鹿屋市における外国人の数は、本年６月現在で422世帯、636人となっており、この６年間

で約２倍に増加している。（257世帯、285人の増） 
 
現在、本市内の小中学校には17人の外国籍の児童生徒が在籍しているが、うち、転入学時

に日本語指導が必要だと判断した児童生徒が４人おり、このような児童生徒には、担任が通
常の授業で課題を与えたり、特別支援学級の担任や教頭などが補助したりして学習を進めて
いるところある。 
 
一方、国においては、本年６月に行われた外国人児童生徒等の教育の充実に関する有識者

会議において、日本語指導ができる教員や支援員の配置を進めるとともに、今後の高校入試

では、問題文の漢字にルビをふったり辞書の持ち込みを認めたり、特別入学枠をつくったり
するなど、外国人の生徒への配慮を促していく方針を検討している。 
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教育委員会としては、このような動きを注視するとともに、児童生徒一人一人が自分の目
指す進路を選択・実現できるように、各学校において、実態に応じた教育を工夫するなど、

その支援に努めていきたい。 
 

 

４ 教育について① 学校名 鹿屋高校 

【質問の要旨】 
検定試験や資格試験について、市から補助を受けられないか。 

【答弁の要旨】 
現行の大学入試センター試験の英語においては、主に「聞く・読む」の２つの力を測る試

験が実施されているが、２０２０年度（令和２年度）から新しく実施される「大学入試共通

テスト」では、「聞く・読む」に加え、「話す・書く」の４つの力を測るテストに転換される
ことになっている。 
 
この英語試験は、民間の資格・検定試験の実施・活用状況等を検証しつつ、２０２３年度

（令和５年度）までは継続して実施され、２０２４年度（令和５年度）には新学習指導要領
に対応したテストが実施される計画が発表されている。 
 
現在、各大学における英語資格・検定試験の活用予定状況等が公表されつつあるが、まだ

すべての大学において決定されていないため、大学進学を希望している高校生は、志望校の
動向が気になるところだと思う。 
  
現在の高校２年生が受験する「大学入学共通テスト」の参加要件を満たしている民間の英

語資格・検定試験は、実用英語技能検定（いわゆる英検）やケンブリッジ英語検定、ＧＴＥ
Ｃなど７種類あり、それぞれ、複数回実施されるが、検定料は試験の種類によって、１回当
たり、約６，０００円～２５，０００円程度かかる見込みである。 
 
それらの中から令和２年度に受験した資格・検定試験のうち、実施日の早い２回分の結果

が希望する大学に提供されるシステムになっている。 
 
一方、それぞれの高校では、学科により、全商簿記実務検定や情報処理検定、ビジネス文

書実務検定、危険物取扱者や第２種電気工事士、測量士などの国家資格、農業技術検定やフ
ラワー装飾技能検定、造園技能士検定など、様々な資格・検定試験を自己負担で受検し、就
職や進学に備えている。 
 

今後とも、鹿屋市においては、このような資格・検定試験を含め、児童生徒たちの進路実
現のために、どのような支援ができるか研究していきたい。 
 

 

５ 教育について② 学校名 鹿屋高校 

【質問の要旨】 
鹿屋市内の中学生の地元進学率を高めるため、魅力的な学校づくりとして、設備の充実や

学科の増設、部活動の支援などできないか。 

【答弁の要旨】 
平成31年３月の鹿屋市中学校卒業生992人の進路状況は、鹿屋市内６校への進学者727人、

学習面やスポーツ・文化活動など様々な理由で鹿屋市以外の高等学校に進学している生徒が

208人となっている。 
 
地区外の学校に進学すると、家庭の経済的な負担も大きくなること、地元の方々とのつな
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がりも難しくなること、将来的な人材流出につながることなどの懸念があり、このようなこ
とから、本市においては、市内の高校への支援の１つとして、現在、体育協会と連携し、県

大会等の予選会を経て、代表として九州大会以上に出場する鹿屋市内の小中学生や、市内に
居住する高校生などの選手等に対して、「スポーツ大会出場助成金」により支援を行ってい
る。 
 
昨年度は、スポーツ大会出場に対して185件、893人に882万円を助成し、うち、高校生に

対しては42件、228人に152万5千円の助成を行った。 
 
また、文化活動についても「文化各種大会出場補助金」制度により支援を行っており、そ

れぞれ経費の全額ではないが、大会に出場する際には、団体または個人で申請を行い、必要
経費に加えていただきたいと考えている。 
 
施設の充実や専門的な学科の設置については、今回、鹿屋市立の鹿屋女子高では校舎を新

築するが、直ちにすべてを備えるのは、難しい面もあるので、県教育委員会や高等学校校長
協会等へ議員の思いをしっかり伝えていきたい。 
 
一方、地元の高校に多くの生徒が入学するためには、それぞれの高校が勉学やスポーツ・

文化活動、生徒会活動などに、一生懸命に取り組むことが大切なことだと考えている。 
 
今後、皆さんが地元の高校生として様々な大会で活躍したり、地域行事等にも積極的に参

加したりして、それぞれの高等学校の良さを、地域の方々をはじめ多くの人たちに積極的に
アピールすることで、小中学生にとって、あこがれの高校生となり、地元高校への進学率を
高めることにつながると考えている。 
 
鹿屋市教育委員会としても、各高校の魅力づくりを支援し、ＰＲできるように取り組んで

いきたいと考えており、高校生の皆さんの一層の活躍を期待している。 
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報告 （２）世界とつながるイングリッシュキャンプについて 

 

１ 趣 旨 

   実生活の中で、英語を使ってコミュニケーションを図りながら、英語運用能力を高めるととも

に、英語学習への意欲、国際理解について興味・関心を高める。 

 

２ 令和元年度実施状況及び予定 

 （１）実施状況 

【第1回】 

①  日  時   令和元年５月 18日（土）～５月 19日（日）  

②  場  所    大隅青少年自然の家 

③  主な活動   英語レクリエーション、野外スポーツ、クラフト作り 

④  参加者数   鹿屋市内の小学生５・６年生 38人、中学生９人、高校生２人 

       計 49人 

⑤  そ の 他  「もっと英語が好きになった。」「またＡＬＴの先生と話したい。」と   

いった感想が寄せられた。 

 

【第２回】 

①  日  時   令和元年６月 29日（土）～５月 30日（日） 

②  場  所    カッピクセンター 

③  主な活動   ＡＬＴや香港留学生との交流、英語レクリエーション、ＢＢＱ等 

④  参加者数   鹿屋市内の小学生５・６年生 37人 

⑤  そ の 他   「外国の方と英語で話をして通じたのでうれしかった。」 

「もっと外国の方と話がしたい。」といった感想が寄せられた。 

 

【第３回】  

①  日  時   令和元年８月 10日（土）～８月 11日（日） 

②  場  所    カッピクセンター 

③  主な活動   カピックセンタースタッフやＡＬＴ等との交流、スピーチ・プレゼ 

ンテーションコンテスト、ＢＢＱ 

④  参加者数   鹿屋市内の中学生 20人、高校生２人 計22人 

⑤  そ の 他   「英語が通じて嬉しかった。」「プレゼンでは緊張して手が震えたが 

発表できた。」「もっと外国の方と話しがしたい。」といった感想が寄 

せられた。 

  

 

（２）今後の予定 

【第４回】  
①  日 時    令和元年 10月19日（土）～10月 20日（日） 
②  場 所    大隅青少年自然の家 
③  対象者   鹿屋市内の小学生５・６年生、中学生、高校生 
④  内 容   英語レクリエーション、英検対策、クラフトづくり、英語の歌やダ 

ンス等 
 【第５回】  

①  日 時    令和元年 11月23日（土）～11月 24日（日） 

②  場 所    大隅青少年自然の家 
③  対象者   鹿屋市内の小学生５・６年生、中学生、高校生 
④  内 容   英語レクリエーション、英検対策、英語プレゼン、劇等 
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報告 （３）かのや未来創造プログラム－平和の花束2019－について 
 

１ 趣 旨 

  世界平和を願う児童・生徒の平和へのメッセージを鹿屋から発信し、平和や人権について考える

機会を提供する。 

 

２ 主 催 

  鹿屋市教育委員会  

 

３ 後 援 

   鹿児島県教育委員会 南日本新聞社 南九州新聞社 熊本日日新聞社 宮崎日日新聞社  

     ＮＨＫ鹿児島放送局 ＭＢＣ南日本放送 ＫＴＳ鹿児島テレビ ＫＫＢ鹿児島放送 ＫＹＴ鹿児島読売テレビ  

 

４ 開催日及び会場 

   ○開催日 令和元年８月 29日（木） 13：30～16：30 

  ○会 場 リナシティかのや 

 

５ 内 容 

 (1)  オープニング・主催者あいさつ（鹿屋女子高音楽部による合唱）                    

 (2)  第１部 平和へのメッセージ                     

   最優秀賞・優秀賞作品の授賞式、最優秀賞作品の朗読、講評 

○小学校 ：1,475 点 （Ｈ30 年度 1,478 点  －3 点） 

○中学校 ：2,220 点 （Ｈ30 年度 1,656 点 ＋564 点） 

○高等学校：  89 点 （Ｈ30 年度   156 点 －67 点） 

○作品総数：3,784 点 （Ｈ30 年度 3,290 点 ＋494 点） 

 （最優秀賞）学校名 （最優秀賞）氏名 学年 題 

小学校 三島村立片泊小学校 永田 結夢 ６年 
みんなに伝えたいこの

思い 

中学校 鹿屋市立第一鹿屋中学校 山下 哩緒 ２年 
日本の平和のために私

たちができること 

高等学校 鹿児島第一高等学校 東垂水 優陽 １年 
石灯篭の立ち並ぶ知覧

から 

 (3)  第２部 平和を考える                  

    ①  講 演：宇佐の戦争遺跡と子どもたちの取り組み～発掘、保存、伝承の活動を通して～  

 講 師：平田 崇英氏（豊の国 宇佐市塾塾頭） 

② シンポジウム 

４市（加西市、姫路市、宇佐市、鹿屋市）の代表児童生徒との意見交流 

 

６ ラジオ放送期間 

  令和元年９月～令和２年６月 毎週木曜日 12:55～13:00 

 

７ 平和の花束2019記念誌 

     ９月～11月作成、12月送付予定（2,000冊） 

 

【参 考】参加者数 

年 度 令和元年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度 

参加者数 450人 410人 540人 350人 

 



( 21/37 ) 

報告 （４）鹿屋市子どもサミットについて 

 
１ 事業等について 

鹿屋市「心の架け橋プロジェクト」事業の一環として位置付け、「いじめ問題の撲滅」に対する児
童生徒の意識啓発と、自主的・自発的な取組を推進するために実施した。 
なお、企画・運営は事務局担当校の児童生徒が実行委員会を組織し、実施した。 

 
２ 事務局校 

大姶良中、花岡中、大姶良小、西俣小、南小、大姶良小 
 
３ パネラー校 

細山田小、串良小、上小原小、細山田中 
串良中、上小原中 

 
４ 場所・参加者 
(1) 場  所  リナシティかのや 
(2) 参加者   児童生徒        138名   

教職員           78名  
 ＰＴＡ           82名   
その他(ＳＣ等)   ８名          

合計 306名 
 
５ 日 程（令和元年８月２日（金）） 

12：45 受 付〔30分〕 
13：15 開会宣言（児童生徒実行委員長・副委員長）〔5分〕 
13：20 アイスブレーキング〔10分〕 
13：30 実践発表報告（いじめ防止への取組）〔70分〕 

      発表校（細山田小、串良小、上小原小、細山田中、串良中、上小原中） 
14：40 パネルディスカッション〔30分〕 

司会・進行：鹿屋女子高等学校生徒会 
15：10 休 息〔10分〕 
15：20 演劇ワークショップ〔35分〕 

鹿屋女子高等学校演劇部、鹿屋女子高等学校生徒会 
15：55 フィナーレ〔10分〕 

・「鹿屋市いじめゼロ宣言文」朗読〔5分〕 
 

「いじめてる人へ  
あなたが遊びのつもりでも、傷つく人がいるんだよ。相手の気持ち、考えて」 

「いじめられてる人へ  
負けないで たえてるあなたが一番強い 今すぐ出してＳＯＳ」 

「まわりで見ている人へ 
見て見ぬふりで心は晴れるの？ 手をさしのべて やめさせよう」 

「９時オフについて 
『もう9時だ またあしたね。』が合い言葉 ９時を過ぎたら夢の中」 
 

・合唱：Ｂｅｌｉｅｖｅ〔5分〕 
16：05 講 評（鹿屋市教育委員会学校教育課長 安藤 晋哉）〔15分〕 
16：20  閉会宣言 

 
６ 所 見 
  実行委員会の児童生徒が中心となった企画・運営で実施することができた。事務局校の担当教諭
も本事業の実施に向けた準備や当日の運営補助を意欲的に取り組んでいた。 
また、パネラー校もプレゼンテーションソフトで発表内容をわかりやすくまとめ、自校の実践を

丁寧に発表していた。鹿屋女子高等学校の生徒会によるディスカッションの司会や演劇部による演
劇ワークショップによっていじめ問題への議論が深まり、児童生徒の関心も高まった。 
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報告 （６）第７回鹿屋女子高キッズチャレンジフェスタについて 

 

１ 目  的   

鹿屋女子高における地域連携・地域貢献活動を推進するとともに、市民の方々に広く生徒の日頃

の学習成果を還元する。 

 

２ 期日等 

(1) 期 日  令和元年８月８日（火）  9：30 ～ 13：00 

 (2) 会 場   リナシティかのや 

  

３ 来場者   約1,000人   児童（700人）、保護者（300人） 

  

４ 内 容    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 体験教室名 担当団体 場  所 

１ くるみボタン教室 生活科学科 

ギャラリー 

２ 人工いくら教室 軽音楽部 

３ 名刺作成教室 ３年３組 

４ プリクラ教室 バドミントン部 

５ 缶バッチ教室 ２年３組 

６ はがき作成教室 ２年３組 

７ カレンダー作成教室 ２年２組 

８ ちぎり絵うちわ教室 １年３組 
研修室１ 

９ 羽アート教室 １年３組 

10 プラバン工房 ２年２組 研修室２ 

11 スライム工房 ３年２組 研修室３ 

12 スタンピング教室 美 術 部 アトリエ絵画 

13 お習字教室 書 道 部 アトリエ工芸 

14 バルーンアート 卓 球 部 アトリエロビー 

15 お抹茶を飲んでみよう 茶 道 部 茶室・和室 

16 スクイーズ教室 １年２組 

情報研修室 
17 しおり作成教室 １年２組 

18 おりがみ教室 ｽｰﾊﾟﾋﾞｼﾞﾈｽｸﾗﾌﾞ 

19 ミサンガ作成教室 サッカー部 

20 電卓選手権大会 ｽｰﾊﾟｰﾋﾞｼﾞﾈｽｸﾗﾞ ホール 
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報告 （７）鹿屋市市民交流センター条例施行規則の一部改正について 

 

 

鹿屋市市民交流センター条例施行規則の一部を改正する規則 

鹿屋市市民交流センター条例施行規則（平成18年鹿屋市規則第239号）の別表（第５条関係）を次

のように改正する。 

１ 情報プラザの設備等使用料 

設備等の名称 単位 使用料 備考 

スキャナー １台 320円  

液晶プロジェクター １台 530円  

レーザーポインター １本 110円  

ワイヤレスシステム １セット 320円 マイク２本付 

ワイヤレスマイク １本 110円  

マイクスタンド １本 110円  

ＤＶＤプレーヤー １台 320円  

ＩＴ研修室ＰＤＰ １台 530円  

ハンディカメラ １台 320円 三脚付 

パソコン操作・印刷支援 30分 530円  

カードリーダー １台 110円  

パソコン １台 320円  

ロールスクリーン １張 320円  

備考 プリンタ使用に伴うインク代及びポイントカード等の消耗品の費用については、実費に相当

する額を徴収する。 

 

 

 

 

 

２ 健康スポーツプラザの設備等使用料 

設備等の名称 単位 使用料 備考 

コインロッカー １回 100円 当日限り 

シャワー １回 110円  
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３ 芸術文化学習プラザの設備等使用料 

設備等の名称 単位 使用料 備考 

舞台大

小道具 

松羽目 １枚 840円  

平台 １枚 110円  

箱足 １個 60円  

木台（枕木） １個 60円  

開き足 １台 60円  

カゲ段 １台 60円  

前カクシケコミパネル １台 60円  

人形立 １本 60円  

指揮者台セット １セット 210円 譜面台含む。 

楽団員用譜面台 １台 60円  

コントラバス用イス １脚 110円  

スタッキングチェアー １脚 60円  

屏風（金・銀） １双 840円  

ひ毛せん（フェルト地） １枚 110円  

雪籠 １個 110円  

座布団 １枚 60円  

上敷（黒ヘリ） １枚 60円  

めくり台 １台 110円  

演台 １式 420円 ２点セット 

司会者用レクチャー台 １台 110円  

ホワイトボード １台 60円  

机 １個 60円  

姿見 １面 60円  

ドライアイスマシン １台 320円  
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スモークマシン １台 210円  

紗幕（白） １張 530円  

バレエバー １本 60円 スタンド式含む。 

音響反射板 １式 2,100円  

プロジェクター １式 1,050円  

楽器 コンサートピアノ １台 5,240円  

エレクトーン １台 2,100円  

アップライトピアノ １台 2,100円  

舞台照

明器具 

移動用スポットライト

（1,000Ｗ） 
１台 110円  

移動用スポットライト

（500Ｗ） 
１台 60円  

移動用エリスポットライ

ト 
１台 110円  

移動用パーライト（500

Ｗ） 
１台 60円  

プロジェクタースポット

ライト 
１台 210円  

ディスクマシン １台 210円  

フィルムマシン １台 210円  

カレイドマシン １台 210円  

スパイラルマシン １台 210円  

プリズムマシン １台 210円  

スライドキャリアマスク １台 210円  

ストロボマシン １台 210円  

ミラーボール １台 210円  

波エフェクト １台 210円  
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ボーダーライト １列 530円  

サスペンションフライダ

クト 
１列 210円  

シーリングスポットライ

ト 
１列 1,050円  

アッパーホリゾントライ

ト 
１列 530円  

ロアーホリゾントライト １列 530円  

サイドフロントライト １列 420円  

センターフォローピンス

ポットライト 
１台 630円  

カラーフィルター １式 1,050円  

持ち込み器具 

１キロワ

ット１時

間 

110円  

Ａセット １式 5,240円  

Ｂセット １式 3,670円  

Ｃセット １式 2,100円  

音響関

係器具 

移動式はね返り用スピー

カー 
１式 420円  

フロアモニタースピーカ

ー 
１式 110円  

ダイナミックマイク １本 110円  

ワイヤレスマイク １本 110円  

コンデンサーマイク １本 530円  

マイクスタンド １本 110円  

可搬型ミキサー １式 1,580円  

アナウンスフェーダーボ

ックス 
１台 110円  
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可搬型ＭＤデッキ １台 210円  

可搬型カセットデッキ １台 210円  

可搬型ＣＤプレーヤー １台 210円  

映写機 １回 4,200円 映写技師付 

陶芸釜 大型陶芸釜 １回 2,100円  

小型陶芸釜 １回 1,580円  

備考 この表のＡセット、Ｂセット及びＣセットに含まれる照明設備及び備品の内訳は、次の表の

とおりとする。 

Ａセット ボーダーライト ２列 

サスペンションフライダクト ２列 

スポットライト（500Ｗ） ５台 

スポットライト（1,000Ｗ） 24台 

シーリングスポットライト １列 

フロントサイドスポットライト ３列 

アッパーホリゾントライト １列 

ロアーホリゾントライト １列 

Ｂセット ボーダーライト ２列 

サスペンションフライダクト １列 

スポットライト（1,000Ｗ） 12台 

シーリングスポットライト １列 

フロントサイドスポットライト ２列 

アッパーホリゾントライト １列 

ロアーホリゾントライト １列 

Ｃセット ボーダーライト ２列 

サスペンションフライダクト １列 

スポットライト（1,000Ｗ） ８台 
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シーリングスポットライト １列 

フロントサイドスポットライト １列 

 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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鹿屋市市民交流センター条例施行規則の一部を改正する規則 新旧対照表 

改正後 改正前 

○鹿屋市市民交流センター条例施行規則 ○鹿屋市市民交流センター条例施行規則 

平成18年６月30日規則第239号 平成18年６月30日規則第239号 

別表（第５条関係） 別表（第５条関係） 

１ 情報プラザの設備等使用料 １ 情報プラザの設備等使用料 

設備等の名称 単位 使用料 備考 

スキャナー １台 320円  

液晶プロジェクター １台 530円  

（略） 

ワイヤレスシステム １セット 320円 マイク２本付 

（略） 

ＤＶＤプレーヤー １台 320円  

ＩＴ研修室ＰＤＰ １台 530円  

ハンディカメラ １台 320円 三脚付 

パソコン操作・印刷支援 30分 530円  

設備等の名称 単位 使用料 備考 

スキャナー １台 310円  

液晶プロジェクター １台 520円  

（略） 

ワイヤレスシステム １セット 310円 マイク２本付 

（略） 

ＤＶＤプレーヤー １台 310円  

Ｄ－ＶＨＳデッキ １台 210円  

ＩＴ研修室ＰＤＰ １台 520円  

情報ホールＰＤＰ １時間 520円  

ハンディカメラ １台 310円 三脚付 

ペンタブレット １台 210円  

電子ポスター掲示 １枚 1,030円  
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改正後 改正前 

（略） 

パソコン １台 320円  

ロールスクリーン １張 320円  
 

パソコン操作・印刷支援 30分 520円  

（略） 

パソコン １台 310円  

ロールスクリーン １張 310円  
 

備考 プリンタ使用に伴うインク代及びポイントカード等の消耗品の費用について

は、実費に相当する額を徴収する。 

備考 プリンタ使用に伴うインク代及びポイントカード等の消耗品の費用について

は、実費に相当する額を徴収する。 

２ 健康スポーツプラザの設備等使用料 ２ 健康スポーツプラザの設備等使用料 

（略） 
 

（略） 
 

３ 芸術文化学習プラザの設備等使用料 ３ 芸術文化学習プラザの設備等使用料 

設備等の名称 単位 使用料 備考 

舞 台

大 小

道具 

松羽目 １枚 840円  

平台 １枚 110円  

箱足 １個 60円  

木台（枕木） １個 60円  

開き足 １台 60円  

カゲ段 １台 60円  

前カクシケコミパネル １台 60円  

設備等の名称 単位 使用料 備考 

舞 台

大 小

道具 

松羽目 １枚 830円  

平台 １枚 110円  

箱足 １個 60円  

木台（枕木） １個 60円  

開き足 １台 60円  

カゲ段 １台 60円  

前カクシケコミパネル １台 60円  
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改正後 改正前 

人形立 １本 60円  

指揮者台セット 
１セッ

ト 
210円 譜面台含む。 

楽団員用譜面台 １台 60円  

コントラバス用イス １脚 110円  

スタッキングチェアー １脚 60円  

屏風（金・銀） １双 840円  

ひ毛せん（フェルト地） １枚 110円  

雪籠 １個 110円  

座布団 １枚 60円  

上敷（黒ヘリ） １枚 60円  

めくり台 １台 110円  

演台 １式 420円 ２点セット 

司会者用レクチャー台 １台 110円  

ホワイトボード １台 60円  

机 １個 60円  

姿見 １面 60円  

人形立 １本 60円  

指揮者台セット 
１セッ

ト 
210円 譜面台含む。 

楽団員用譜面台 １台 60円  

コントラバス用イス １脚 110円  

スタッキングチェアー １脚 60円  

屏風（金・銀） １双 830円  

ひ毛せん（フェルト地） １枚 110円  

雪籠 １個 110円  

座布団 １枚 60円  

上敷（黒ヘリ） １枚 60円  

めくり台 １台 110円  

演台 １式 420円 ２点セット 

司会者用レクチャー台 １台 110円  

ホワイトボード １台 60円  

机 １個 60円  

姿見 １面 60円  
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改正後 改正前 

ドライアイスマシン １台 320円  

スモークマシン １台 210円  

紗幕（白） １張 530円  

バレエバー １本 60円 スタンド式含む。 

音響反射板 １式 2,100円  

プロジェクター １式 1,050円  

楽器 コンサートピアノ １台 5,240円  

エレクトーン １台 2,100円  

アップライトピアノ １台 2,100円  

舞 台

照 明

器具 

移動用スポットライト

（1,000Ｗ） 
１台 110円  

移動用スポットライト

（500Ｗ） 
１台 60円  

移動用エリスポットラ

イト 
１台 110円  

移動用パーライト（500

Ｗ） 
１台 60円  

プロジェクタースポッ

トライト 
１台 210円  

ドライアイスマシン １台 310円  

スモークマシン １台 210円  

紗幕（白） １張 520円  

バレエバー １本 60円 スタンド式含む。 

音響反射板 １式 2,060円  

プロジェクター １式 1,030円  

楽器 コンサートピアノ １台 5,150円  

エレクトーン １台 2,060円  

アップライトピアノ １台 2,060円  

舞 台

照 明

器具 

移動用スポットライト

（1,000Ｗ） 
１台 110円  

移動用スポットライト

（500Ｗ） 
１台 60円  

移動用エリスポットラ

イト 
１台 110円  

移動用パーライト（500

Ｗ） 
１台 60円  

プロジェクタースポッ

トライト 
１台 210円  
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改正後 改正前 

ディスクマシン １台 210円  

フィルムマシン １台 210円  

カレイドマシン １台 210円  

スパイラルマシン １台 210円  

プリズムマシン １台 210円  

スライドキャリアマス

ク 
１台 210円  

ストロボマシン １台 210円  

ミラーボール １台 210円  

波エフェクト １台 210円  

ボーダーライト １列 530円  

サスペンションフライ

ダクト 
１列 210円  

シーリングスポットラ

イト 
１列 1,050円  

アッパーホリゾントラ

イト 
１列 530円  

ロアーホリゾントライ

ト 
１列 530円  

ディスクマシン １台 210円  

フィルムマシン １台 210円  

カレイドマシン １台 210円  

スパイラルマシン １台 210円  

プリズムマシン １台 210円  

スライドキャリアマス

ク 
１台 210円  

ストロボマシン １台 210円  

ミラーボール １台 210円  

波エフェクト １台 210円  

ボーダーライト １列 520円  

サスペンションフライ

ダクト 
１列 210円  

シーリングスポットラ

イト 
１列 1,030円  

アッパーホリゾントラ

イト 
１列 520円  

ロアーホリゾントライ

ト 
１列 520円  
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改正後 改正前 

サイドフロントライト １列 420円  

センターフォローピン

スポットライト 
１台 630円  

カラーフィルター １式 1,050円  

持ち込み器具 

１キロ

ワット

１時間 

110円  

Ａセット １式 5,240円  

Ｂセット １式 3,670円  

Ｃセット １式 2,100円  

音 響

関 係

器具 

移動式はね返り用スピ

ーカー 
１式 420円  

フロアモニタースピー

カー 
１式 110円  

ダイナミックマイク １本 110円  

ワイヤレスマイク １本 110円  

コンデンサーマイク １本 530円  

マイクスタンド １本 110円  

可搬型ミキサー １式 1,580円  

サイドフロントライト １列 420円  

センターフォローピン

スポットライト 
１台 620円  

カラーフィルター １式 1,030円  

持ち込み器具 

１キロ

ワット

１時間 

110円  

Ａセット １式 5,150円  

Ｂセット １式 3,600円  

Ｃセット １式 2,060円  

音 響

関 係

器具 

移動式はね返り用スピ

ーカー 
１式 420円  

フロアモニタースピー

カー 
１式 110円  

ダイナミックマイク １本 110円  

ワイヤレスマイク １本 110円  

コンデンサーマイク １本 520円  

マイクスタンド １本 110円  

可搬型ミキサー １式 1,550円  



( 35/37 ) 

改正後 改正前 

アナウンスフェーダー

ボックス 
１台 110円  

可搬型ＭＤデッキ １台 210円  

可搬型カセットデッキ １台 210円  

可搬型ＣＤプレーヤー １台 210円  

映写機 １回 4,200円 映写技師付 

陶 芸

釜 

大型陶芸釜 １回 2,100円  

小型陶芸釜 １回 1,580円  
 

アナウンスフェーダー

ボックス 
１台 110円  

可搬型ＭＤデッキ １台 210円  

可搬型カセットデッキ １台 210円  

可搬型ＣＤプレーヤー １台 210円  

映写機 １回 4,120円 映写技師付 

陶 芸

釜 

大型陶芸釜 １回 2,060円  

小型陶芸釜 １回 1,550円  
 

備考 この表のＡセット、Ｂセット及びＣセットに含まれる照明設備及び備品の内訳

は、次の表のとおりとする。 

備考 この表のＡセット、Ｂセット及びＣセットに含まれる照明設備及び備品の内訳

は、次の表のとおりとする。 

（略） 
 

（略） 
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報告 （８）ドキドキ・ワクワク保育体験について 

 
１ 趣  旨 
   鹿屋市内の中高生が、保育体験や保育士の話を聞くことなどを通して、子どもの特

性を知り子どもを育てることの重要性を理解するとともに、子育ての楽しさや家族の
大切さについて考えるきっかけとする。 

 
 ２ 概  要 

 事前研修 本 研 修 

日  時 
令和元年８月７日（水） 

10:00 ～ 12:00 

令和元年８月８日（水）・９日（木） 

9:00 ～ 16:00 

場  所 市役所 ７階 大会議室 市内の保育園・認定こども園 17園 

参 加 者 中学生 24人（女子 24人）、高校生 21人（女子 21人）の計 45人 

活動内容 
日程説明、研修の心構え、講話

（助産師・森山多賀子 氏） 
保育体験、保育士・保育教諭の講話等 

 
３ 子どもたちの感想（一部抜粋） 
・自分が小さいころはどんな子どもだったのだろうと考えたところ、たくさんの友達と

先生方に囲まれて、笑顔あり、涙ありの楽しい毎日を過ごしていたなと思いました。
その楽しかった毎日も、厳しく、そして愛情をもって接してくれている父や母のおか
げなんだなと改めて実感しました。家族や友達、そして、たくさんの人への接し方を
考え直す良い機会になりました。 

・子どもたちの、一人ひとりの魅力に気付いてあげることのできる保育士の方々はとて
も素敵だと感じた。子ども達の成長のサポートをしていくということは、本当に大変
なことだけれど、私にはとても素晴らしいことだと思う。これから保育士を目指して
いく中で、今回出会った保育士の方々のようになれるよう、たくさん勉強していきた
い。 

・子育ては楽しさだけではないというのを感じたが、自分が楽しむことによって子ども
たちもさらに楽しんでいるのが伝わるから、そういった面で、子育ては楽しいと思っ
た。 

・自分ができるところはどこまでなのか、子ども達ができるのはどこまでなのか、それ
を考えながら活動することができました。「自分がいきすぎたサポートをすると、子
どもたちのためにならない」ということが分かりました。子育ては大変だけど、大切
なことなんだと改めて分かりました。 

・まだ話すことができない子は、自分の思っていることを行動や表情に出したりしてい
て、そのことに気付いてあげられた時はとても嬉しくなったりして楽しかった。 

・二日間子ども達を見ていて感じたのが、大人の行動や表情をよく見ているなと感じま
した。また、日々親の姿を見て色々学んでいるということも分かり、言葉やマナーは
幼稚園だけで学ぶものではないと知りました。 

・先生にインタビューや進路についてたくさんのアドバイスなど教えてもらい、初めて
知ったことも多くあって、この講座に参加して良かった。 

 ４ 保育体験講座の様子 
 

 

 

 

 

 

 


